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令和４年度予算の大要と施政方針 

令和４年２月２４日 

幸田町長 成 瀬  敦    

発動！幸田の未来の幸せ志向プラン 

～ 明日のために、次世代のために、今すべきことを ～ 

 

本日、令和４年第１回幸田町議会定例会の開催に当たり、新年度予算

及び諸議案の御審議をお願いするに際しまして、ここに町政運営に臨む

所信を明らかにし、町民の皆様を始め議員各位の御理解と御協力をお願

いしたいと存じます。 

新型コロナウイルス感染症が依然として大きな影響を及ぼしています

が、国民のたゆまぬ努力があって、我が国の景気は持直しの兆しを見せ

始めています。一刻も早い経済社会活動の正常化に向け、今後は、感染

症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向等による下振れリス

クに十分注意しながら、コロナ後の新しい社会を見据えて、積極的に事

業を展開していかなければなりません。 

令和４年度の本町の当初予算は、このような状況のもとに編成しまし

た。一般会計の予算規模は１９４億円であり、過去最大であります。税

収につきましては、コロナ禍以前の水準への回復を見越し、全体では対

前年度７．８%増となる８５億６，７９０万円を見込んでおります。そ

して、ワクチン接種を始めとする新型コロナウイルス感染症対策を第一

とし、災害に対しては強靱な体制を築き、町民の命と暮らしを守ること

に全力を尽くし、社会保障を約束し、ＤＸの取組や脱炭素化の促進に対

してはスピード感をもって向き合い、確かな成長の実現のために全力を

注ぐ予算としました。 

明日のために、次世代のために、今すべきことを。成長と分配の好循

環が作用するダイナミックな変化に順応し、笑顔あふれるまちの未来の

幸せをつかみ取るため、「幸田の未来の幸せ志向プラン」を掲げ、各種

施策に精力的に取り組んでまいります。 

 

ここで、新年度の予算の概要について、触れさせていただきます。 
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令和４年度当初予算案の概要 

１ 予算の規模 

 

令和４年度当初予算の規模は、一般会計、特別会計及び公営企業会計

を合わせて２９６億９，３２１万円となり、前年度に対しまして２５億

７，６３４万円、９．５％増となっております。 

一般会計につきましては、総額１９４億円（対前年度７．７％増）と

いたしました。その詳細につきましては、後ほど述べさせていただきま

す。 

特別会計でありますが、土地取得特別会計につきましては、総額１０ 

億７，４９９万円（同２６３．３％増）といたしました。道路改良事業、 

福祉施設推進構想事業等に係る用地及び補償費、土地開発基金及び一般

会計への繰出金が主なものであります。 

国民健康保険特別会計につきましては、療養給付費等の増を見込み、

総額３３億６，２７８万円（同２．８％増）といたしました。 

後期高齢者医療特別会計につきましては、後期高齢者医療広域連合納

付金の増を見込み、総額５億９，１４０万円（同１３．３％増）といた

しました。 

介護保険特別会計につきましては、被保険者数、介護サービス見込み

量等の推計により、総額２２億１１８万円（同３．５％増）といたしま

した。 

幸田駅前土地区画整理事業特別会計につきましては、工事の完了によ

る事業費の減少により、総額９，２３３万円（同５６．２％減）といた

しました。 

農業集落排水事業特別会計につきましては、公営企業会計への移行準

備などによる事業量の増加を見込み、総額３億７，８８６万円（同１．

４％増）といたしました。 

水道事業会計につきましては、収益的支出にあっては７億８，６６０

万円（同２．１％増）、また、資本的支出にあっては重要給水施設配水

管布設工事を主なものとして、４億５，８８１万円（同１１．１％増）

といたしました。 

最後に、下水道事業会計につきましては、収益的支出にあっては７億

１，９１９万円（同５．７％増）、また、資本的支出にあっては農業集
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落排水事業の公共下水道への接続に係る実施設計及び管路整備、並びに

北部処理分区管路整備などの事業量の増加を見込み、６億２，７０７万

円（同４５．２％増）といたしました。 
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２ 一般会計歳入 

 

一般会計の歳入でありますが、町税の総額につきましては、対前年度

６億１，７４０万円増（同７．８％増）の８５億６，７９０万円といた

しました。 

その内訳としましては、個人町民税につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響からの回復を見込み、対前年度３，８００万円増（同

１．５％増）とし、また、法人町民税につきましては、同様にコロナ禍

以前程度への企業業績の回復を見込み、対前年度４億４，５００万円増

（同３０９．０％増）とし、町民税の総額を対前年度４億８，３００万

円増（同１８．３％増）の３１億２，１００万円といたしました。 

固定資産税につきましては、主に家屋分でコロナ特例に係る中小事業

者の事業用家屋軽減措置の廃止及び新増築家屋の増加を、償却資産分で

コロナ特例に係る中小事業者の償却資産軽減措置の廃止と企業が設備投

資を抑える傾向であることを見込み、固定資産税の総額を対前年度９， 

９００万円増（同２．１％増）の４７億４，８００万円といたしました。 

軽自動車税につきましては、環境性能割、種別割ともに実績を踏まえ、 

対前年度７４０万円増（同６．７％増）の１億１，７６０万円といたし

ました。 

たばこ税につきましては、本数は減少傾向であるものの税率引上げに

より、対前年度２，４００万円増（同１０．１％増）の２億６，２００

万円とし、入湯税につきましては、コロナ禍での実績を踏まえ、前年度

と同額の２３０万円といたしました。 

都市計画税につきましては、家屋分におきまして、コロナ特例に係る

中小事業者の事業用家屋軽減措置の廃止と新増築家屋の増加により、対

前年度４００万円増（同１．３％増）の３億１，７００万円といたしま

した。 

地方譲与税につきましては、令和３年度の実績や地方財政計画を踏ま

え、対前年度２２０万円増（同１．６％増）の１億３，８８０万円とい

たしました。 

利子割交付金につきましては、利子割額の減少を見込み、対前年度１

４０万円減（同３０．４％減）の３２０万円といたしました。 

配当割交付金につきましては、実績を踏まえ、対前年度１００万円増
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（同２．５％増）の４，１００万円、株式等譲渡所得割交付金につきま

しても実績を踏まえ、対前年度８００万円増（同３６．４％増）の３，

０００万円といたしました。 

法人事業税交付金につきましては、交付基準の変更等に伴う増加を見

込み、対前年度２，０００万円増（同２５．０％増）の１億円といたし

ました。 

地方消費税交付金につきましては、令和３年度の実績を踏まえ、対前

年度４，０００万円増（同４．５％増）の９億２，０００万円といたし

ました。 

ゴルフ場利用税交付金につきましては、課税利用者数の回復により、

対前年度４００万円増（同３０．８％増）の１，７００万円とし、自動 

車取得税交付金につきましては、令和元年９月末で廃止となりましたが、 

滞納繰越分の収入の可能性があることから科目維持とし、代わって同年

１０月に創設された環境性能割交付金につきましては、実績を踏まえ、

対前年度５００万円増（同２５．０％増）の２，５００万円とし、地方

特例交付金につきましては、令和３年度において措置されました新型コ

ロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減少などによりま

して、対前年度８，３９９万８千円減（同５０．９％減）の８，１００

万２千円といたしました。 

地方交付税につきましては、普通交付税及び特別交付税ともに不交付

と見込み、科目維持といたしました。 

交通安全対策特別交付金につきましては、実績を踏まえ、前年度と同

額の５００万円といたしました。 

分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金の減等を見込

み、対前年度４５５万４千円減（同６．２％減）の６，８５８万２千円

とし、また、使用料及び手数料につきましては、公共駐車場の利用者の

回復を見込み、対前年度９３８万４千円増（同４．５％増）の２億１，

８２７万９千円といたしました。 

国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金の減に対し、新

型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の増、保育所等整備交付金

の皆増等により、対前年度１億１，６３２万３千円増（同６．０％増）

の総額２０億６，０９０万５千円とし、県支出金につきましては、愛知 

県知事選挙費委託金の皆増等に対し、介護施設等整備事業費補助金の減、 
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あいち型産地パワーアップ事業補助金の皆減等により、対前年度５，４

４８万６千円減（同４．７％減）の総額１０億９，６３５万７千円とい

たしました。 

財産収入につきましては、財産貸付収入と基金利子が主なもので、総

額１，５１７万３千円といたしました。 

寄附金につきましては、主となる、ふるさと寄附金を前年度と同額の

２８億円と見込み、総額では対前年度１千円減の２８億１５万６千円と

いたしました。 

繰入金につきましては、全体の財源調整及び事業推進のため、財政調

整基金１１億３，９７２万２千円、教育施設整備基金２億円、新型コロ

ナウイルス感染症対策基金３，８０５万円の繰入れを行い、また、土地

取得特別会計における土地売払収入４億７８４万８千円の繰入れその他

の他会計繰入金によりまして、対前年度５億４，８７４万３千円増（同

４４．４％増）の総額１７億８，５６２万２千円といたしました。 

繰越金につきましては、前年度と同額の３億円といたしました。 

諸収入につきましては、小中学校給食費実費徴収金が主なもので、対

前年度５，１６６万円増（同９．２％増）の６億１，２０２万２千円と

いたしました。 

町債につきましては、マンホールトイレ整備事業に２，０００万円、

役場庁舎非常用発電機整備事業に８，０００万円、仮称南部地域包括支

援センター整備事業に１億４００万円、県営防災ダム事業に４，０００

万円、県営たん水防除事業に６，３００万円、道路改築事業に９，５０

０万円、幸田中央公園整備事業に２，９００万円、消防指令システム共

同整備事業に６，７００万円、消防用自動車整備事業に１，６００万円 

の起債を行い、対前年度９，８００万円増（同２３．６％増）の総額５

億１，４００万円といたしました。 
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３ 一般会計歳出 

 

義務的経費（人件費・扶助費・公債費）につきましては、公債費にお

ける平成１３年度借入れ及び平成２３年度借入れの償還終了等による減

少に対し、職員数の増加に伴う人件費の増加や障がい者福祉等に係る扶

助費の増加により、対前年度４億１，５６０万円増（同５．８％増）の

総額７６億２，１０１万８千円であります。 

投資的経費（普通建設事業費・災害復旧費）につきましては、対前年

度３億９，８４６万４千円増（同２０．２％増）の総額２３億７，１２

８万８千円であります。普通建設事業の主なものといたしましては、逆

川集会施設整備工事、仮称南部地域包括支援センター建設工事、役場庁

舎非常用発電機更新工事、道路新設改良工事（町道芦谷１号線ほか）等

であります。 

物件費・維持補修費・補助費等その他の経費の合計は、対前年度５億

６，５９３万６千円増（同６．４％増）の総額９３億７，７６９万４千

円であります。主なものといたしましては、物件費においてはふるさと

寄附業務に係る委託料、維持補修費においては小中学校や各種公共施設

の修繕費、補助費等においては消防指令センター共同運用負担金、その

ほかに、特別会計への繰出金などであります。 

 

以上が、令和４年度一般会計予算の概要であります。 
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施政方針 

 

改めまして、私の施政方針を申し述べ、町民の皆様及び議員各位の御

理解、御協力をお願い申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症が依然として大きな影響を及ぼしています

が、この厳しい状況が徐々に緩和し、経済社会活動を積み重ね続けてき

た努力が、回復、そして成長へと実を結ぶことを期待しています。 

令和４年度は、コロナ後の新しい社会を切り拓き、確かな成長を成し

遂げられるよう積極的に各種事業を展開していきます。一般会計の予算

規模は過去最大の１９４億円としました。税収はコロナ禍以前の水準へ

の回復を見込んでおります。近年の重要な財源となっているふるさと寄

附金につきましては、クラウドファンディングの手法を取り入れて効果

的な事業達成を推進してまいります。歳出におきましては、感染症対策

を万全なものとし、町民の命と暮らしを守ることに全力を尽くし、社会

構造の転換に対してはスピード感をもって向き合い、持続可能な町財政

を次世代に引き継いでいくために精力的に取り組んでまいります。 

本町のまちづくりの基本指針であります第６次幸田町総合計画の基本

理念「人と自然と産業の調和」に基づき、6 つの基本目標を中心に、将

来像として掲げた「みんなでつくる元気な幸田」の実現に向けて、全力

で取り組んでまいる所存であります。そして、笑顔あふれるまちの未来

の幸せをつかみ取るため、「発動！幸田の未来の幸せ志向プラン ～明

日のために、次世代のために、今すべきことを～」の決意をもって、推

進してまいりたいと考えております。 

 

 

第１に、安全・安心  いのちと暮らしをまもるぞ 

安全・安心施策につきましては、近年、全国各地で発生している大規

模災害を教訓に、災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。令和

3 年４月からは、安全テラスセンター２４の本格的な運用がスタートし

ました。２４時間、まちの安全・安心を見守る体制とともに、防災・減

災の啓発・普及活動、防災教育等を通じて、災害に強いひとづくりに努

めてまいります。また、近い将来、発生が危惧される南海トラフ地震を
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始めとする大規模災害に備え、役場庁舎においては非常用発電機を更新

して７２時間連続の電源供給を確保し、基幹的避難所においてはマンホ

ールトイレ整備等を進めるなどして事前対策をとり、災害時には応急・

復旧業務を適切かつ迅速に実施できるように、業務継続力の向上に努め

てまいります。その他、民間木造住宅耐震改修費補助を始めとした耐震

化促進に向けた各種の補助制度を推進し、被害を最小限に抑えてまいり

ます。 

交通安全施策につきましては、地域や企業の皆さんの協力を得て、四 

季の交通安全運動とともに、歩行者と運転手の交通マナー向上を目指し、 

「止まってくれて、ありがとう！」をスローガンに掲げ、交通安全啓発

活動を展開してまいります。近年多発する自転車での交通事故に対して

は、ヘルメット購入費補助制度を継続して事故防止と被害軽減を図りま

す。また、通学路交通安全プログラムによる通学路の安全点検を引き続

き実施し、子ども達の安全の確保に努めてまいります。 

防犯対策につきましては、警察、地域、学校、防犯ボランティア等の

関係団体との連携を強化し、効果的な啓発活動を行ってまいります。防

犯カメラの設置は、犯罪抑止効果を期待できることから、迅速に整備を

進めてまいりました。今後は、各区の要望や実情に応じて設置してまい

ります。また、全国的に多発している特殊詐欺被害に対し、電話機への

特殊詐欺対策装置の普及を目的とした補助金制度を継続するなど、高齢

者を狙った特殊詐欺被害の未然防止に努めます。 

消費生活の安定向上につきましては、インターネットやＳＮＳの普及

による多岐に渡る消費者トラブルに対しまして、引き続き相談体制の充

実と未然防止に向けた啓発に努めてまいります。 

将来人口５万人を見据えたまちづくりを進めていくとともに、三ケ根

駅周辺のまちづくりを引き続き調査・研究してまいります。 

便利で快適な生活をする上で、道路・公共交通・公園・区画整理・上

下水道等の生活基盤の整備充実は、まちづくりの基本となるものであり

ます。 

道路整備につきましては、町民の生活に密着した集落内道路の整備を

重点的に実施するとともに、橋梁点検を計画的に進め、適正な橋梁の管

理に努めてまいります。また、愛知県が実施する広田川の改修及び菱池

遊水地事業等の推進を図り、河川の安全性の向上に努めてまいります。 
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公共交通対策につきましては、令和元年度に中間見直しを行った都市

交通マスタープランに基づき、「藤田医科大学岡崎医療センター」への

藤田乗合直行タクシーと、地域から町内の各施設へ気軽に出かけられる

ようにするためのデマンド型交通（乗合タクシー）チョイソコこうたの

社会実験を引き続き行い、更に地域公共交通会議を設置し、本町の公共

交通のあり方について検討してまいります。また、自動走行やＡＩ、Ｉ

ｏＴ等の新技術の活用についても検討してまいります。コミュニティバ

ス（えこたんバス）につきましても、誰もが気軽に利用できる移動手段

及び児童のためのスクールタイムバスとして、引き続き日常生活の中に

おいて重要な町民の交通手段となるよう利用サービスの向上に努めてま

いります。 

都市公園につきましては、適正な維持管理に努めるとともに、幸田中

央公園の再整備、老朽化している公園施設の改修・更新に取り組んでま

いります。 

土地区画整理事業につきましては、幸田駅前地区は、工事の完了に伴

い、地区内先行取得用地の土地取得特別会計からの買戻しを行います。

また、新規地区である荻谷地区の事業化も進めてまいります。 

安全安心なまちづくりと住環境の整備を進める上で、上下水道は、町

民の日常生活に密着した重要度の高いインフラであります。 

上水道につきましては、災害時における水の確保を図るため、避難所

等の重要給水施設へ至る管路の耐震化に取り組んでまいります。また、

配水管等の水道施設の老朽化に対しては、中長期的な計画に基づいた整

備・更新を着実に進め、安全、強じん、持続可能な水の安定供給に努め

てまいります。 

下水道事業につきましては、良好な住環境を保全し続けるため、健全

で持続可能な下水道経営を目指し、下水道事業会計に続き、農業集落排 

水事業特別会計についても、公営企業会計への移行を進めてまいります。 

更に、効率的に汚水処理を行うため、農業集落排水を公共下水道に接続

する事業にも取り組んでまいります。 

農業や地域の安全を守る防災・減災事業として、排水機場の更新やた

め池の耐震改修を県営土地改良事業により進めてまいります。 

消防・救急体制につきましては、資機材搬送車を消防整備基本計画に

基づき整備いたします。併せて、安全運転管理や各種専門教育により質
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と技術の高い現場活動に対応できるよう努めてまいります。 

消防施設につきましては、消防庁舎車庫棟等の外壁塗装工事、共同通

信のシステム改修により長寿命化を図りながら、南海トラフ地震や大規 

模災害に備えて防災備蓄品と災害対応資機材の整備を進めてまいります。 

また、自主防災組織につきましても可搬動力ポンプを更新するなど地域

防災力の強化に努めてまいります。 

歴史ある幸田町消防団につきましては、県操法大会の訓練を通じて知

識や技術を高め、地域消防力の更なる向上に努めます。また、消防団員

の処遇改善を進め、消防団員確保にも努めてまいります。 

 

第２に、環境  自然豊かに美しく 

地球温暖化問題や不法投棄等による生活環境の悪化は、地球全体の課 

題であり、地域全体で取り組まなければならない課題となっております。 

地球温暖化対策としましては、２０５０年までにカーボンニュートラ

ルを目指すという国の方針のもと、本町においても２０５０年を目途に

温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「幸田町ゼロカーボンシティ」の

実現に向けた取組を着実に進めていくことを宣言します。 

具体的な取組としましては、一般家庭向けの新エネルギーシステム導

入に対する補助と環境にやさしい次世代自動車の導入に対する補助を拡

充し、また、幸田町環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）を策定し、地域における再生可能エネルギーの利用促進と温室効

果ガスの排出量削減に寄与する施策の推進を図ってまいります。 

不法投棄対策としましては、ごみステーションにおける不適切排出や

林道等の不法投棄の抑止のためのごみ出しマナー向上カメラの設置や、

ごみ出しルールの徹底に努めてまいります。 

ごみ問題への対応につきましては、食品ロス削減のため、令和２年度

から実施しているフードドライブの取組を拡大するなど、今後も更なる

ごみの減量化・資源化を推進し、循環型社会の形成を推進してまいりま

す。岡崎、西尾、幸田の２市１町で協議を進めております広域ごみ処理

施設の建設につきましては、両市と引き続き連携し、令和１２年度の供

用開始を目標に進めてまいります。 

自然観察会、環境学習講座、生態系を保つための活動等を通じて、子

どもからお年寄りまで幅広く、環境保全やごみの減量化・資源化に対す
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る意識の高揚を図り、環境面における持続可能な開発目標への取組に向

けた機運の醸成に努めてまいります。 

 

第３に、産業振興  幸田から全国へ世界へ 

農業を取り巻く環境は、担い手の減少や高齢化が進み、経営は依然と

して厳しい情勢となっております。農業者が将来に向けて効率的かつ安

定的な経営に取り組めるよう支援を行ってまいります。近年、農地関連

法の改正に伴い、農地に対しての意識や考え方も変化しております。そ

れに伴い、将来を見据えた土地利用や整備についても検討してまいりま

す。また、農地集積事業として農業経営基盤強化法による農地集積や農

地中間管理事業にも引き続き取り組み、農地の効率的、有効的活用を支

援してまいります。更に、緑のふるさと協力隊事業を引き続き実施する

など、新規就農者支援や担い手育成についても、町・ＪＡ・地域等が一

体となって農業振興を推進してまいります。また、特産筆柿産地持続化

支援事業として、特産である筆柿の産地として持続していくために必要

な支援も引き続き実施してまいります。 

特産物の販売促進につきましては、第４次食育推進計画により、食育

・地産地消事業を推進するとともに、産業まつりなどのイベントにおけ

る特産物の宣伝やＰＲの実施、安全で安心な農産物の提供、そして産地

ブランドの確立に努めてまいります。 

近年では、地産地消の促進と特色ある農産物加工品の創出が、特に注

目されています。これまで以上に農業団体等と連携するとともに、新た

な商品の開発等のため具体的な方策を行ってまいります。 

道の駅「筆柿の里・幸田」につきましては、国道２３号に接続してい

る立地条件を生かし、町内外から地域振興施設を訪れる方々に、四季を 

通じて出荷される地域の特産農作物や加工品を提供していきます。また、 

情報発信の拠点施設として、地域の文化、歴史、名所や特産物等、幅広

い分野で本町の魅力を発信していくとともに、利用者に快適な休憩と多

様で質の高いサービスを提供し、災害時には防災機能を発揮できる施設

としての取組も行ってまいります。 

鳥獣害対策につきましては、国の補助事業で設置した柵の維持管理を

地域組織の協力を得て実施してまいります。また、農作物被害を防止す

るための個々の侵入防止対策補助やイノシシ等の捕獲等の事業につきま
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しても引き続き実施してまいります。 

畜産振興につきましては、ＣＳＦ（豚熱）を始めとした家畜伝染病に

対する防疫体制整備等、各種事業の実施に努めてまいります。 

農業・農村が持つ多面的機能を発揮するための地域活動や施設等の長 

寿命化を図る対策として、多面的機能支払交付金制度を引き続き実施し、 

農業、農村環境の整備及び農業基盤の保全を図ってまいります。 

林業の振興につきましては、緑化推進を図るとともに、林道の維持補

修の継続や林道一之小屋線の整備を進め、安心して利用できる環境づく

りに努めてまいります。 

商工振興につきましては、金融機関への小規模企業等振興資金の預託

や中小企業等への信用保証料補助を継続してまいります。また、本町で

創業を目指す新規事業者に対し、商工会や金融機関と連携して支援して

まいります。 

地元商工業者の活性化の推進につきましては、特産物を活用し開発し

たグルメ新メニューの商品化や販路拡大等を支援し、各種イベントでの

出展ＰＲ等に努めてまいります。 

観光につきましては、幸田町の自然豊かな環境、その自然を生かした

観光イベントの宣伝等に努めてまいります。また、本町の更なる知名度

アップや誘客の向上を目的として、ロケツーリズム事業を推進し、ドラ

マや映画のロケ誘致等に取り組み、同時におもてなしロケ弁を始め、地

元の特産物を活用した幸田町ＰＲ活動についても、積極的に取り組んで

まいります。 

企業立地につきましては、幸田ものづくり研究センターで実施してい

るサイエンスコミュニティ事業やＩｏＴ推進事業等を通じて、ものづく

り人材の育成を進めてまいります。また、国道２３号バイパス沿線にお

ける産業クラスターを推進するために、工業団地の開発を推進し、積極

的に企業誘致に努め、地域の特性を生かした新産業と雇用の創出を目指

してまいります。 

幸田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進につきましては、第２

期総合戦略のもと、スローガンである『幸田町の体力（産業力）増進と

魅力発信により、第３子が安心して産める「なめらかなまちづくり」』

の実現に向け取り組んでまいります。 
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第４に、健康・福祉  お年寄りまでみんなが元気 

予防接種事業につきましては、特に、新型コロナウイルスワクチン接

種を希望する方に安全に接種できるよう、関係機関の協力を得て、速や

かに進めてまいります。また、子ども、高齢者の定期予防接種を推進し

てまいります。新たに、中学校３年生、高校３年生に対し、季節性イン

フルエンザの接種費用の一部助成事業を開始いたします。 

救急医療対策につきましては、医療圏の救急医療体制の充実のため、

関係機関との連携を強化してまいります。また、感染症対策として、救

護所の備蓄品の感染防止対策物品の充実を図ります。 

健康の町推進事業につきましては、「第２次健康こうた２１計画中間 

見直し版」に基づき、町民の健康寿命の延伸に向けた取組を進めるほか、 

コロナ禍での運動不足解消のため、健康の道のＰＲに向け取り組んでま

いります。 

健康増進事業につきましては、人間ドック・住民健診、がん検診を推

進し、コロナ禍で受診控えのないよう、引き続き受診勧奨にも力を入れ

てまいります。新たに、がん治療に伴う脱毛等の症状により医療用ウィ

ッグ等を必要とされている方に対し、購入費の一部助成事業に取り組ん

でまいります。また、健康寿命の延伸をめざし、健康経営の観点から、

町内企業向けの健康出前講座として講師を派遣し、働きざかり世代への

健康の保持・増進に努めてまいります。 

母子保健事業につきましては、母子健康手帳の交付をはじめ、妊婦健

診・乳幼児健診、各種相談、訪問事業のほか、一般不妊治療に対する助

成事業を継続してまいります。また、新たに聴覚異常の早期発見・支援

のため、新生児聴覚検査の一部公費負担と移動手段の確保が難しい妊産

婦に対するタクシー料金の一部助成事業に取り組んでまいります。 

保健センター管理運営事業につきましては、建設から３６年経過して

いることから、外壁劣化調査を行ってまいります。 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つとして実施しています

一人当たり５万円の新生児特別給付金につきましては、１年間の再延長

をして実施してまいります。 

児童福祉につきましては、令和２年度から５年間の本町の取組や施策

を定めた「第２期幸田町子ども・子育て支援事業計画」に沿って、子ど 

もや子育てに関わるサービスの充実や施設の整備等に努めてまいります。 
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保育所におきましては、老朽化が著しい坂崎保育園に大規模な改修整

備を行うことにより、施設の長寿命化を図ります。また、菱池保育園と

幸田保育園に英語を母国語とする外国人事務員を配置することにより、

保育士の負担軽減を図るとともに、子どもたちが外国の言葉や文化を肌

で感じ、様々な気づきや思いやりの心をはぐくむ取組を進めてまいりま

す。 

放課後児童クラブにおきましては、土曜日に加え、新たに祝日の受入

れを実施することにより、共働き等の子育て世帯をより一層支援してま

いります。また、各児童クラブのＩＣＴ化を進めることにより、業務の

効率化を図ります。 

児童館建設につきましては、坂崎学区におきまして、建設予定地の測

量やボーリング調査を進めてまいります。また、幸田学区におきまして

も、第２期児童館建設基本構想に基づき、地元との調整を進めてまいり

ます。 

障がい者福祉につきましては、障がいがあってもその人の持つ能力や

適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができ、安心して

暮らすことのできるよう第４次幸田町障がい者計画、第６期幸田町障が

い福祉計画及び第２期幸田町障がい児福祉計画に基づき、福祉サービス

の充実を図ってまいります。 

発達に心配のある子に対しての相談、医療及び支援を総合的に提供し

ていくため、岡崎市こども発達センターと連携したサービス提供に努め

てまいります。 

聴覚・言語等の障がいの方に対しましては、手話言語条例制定に伴い、 

手話が言語であることについて、周知に努めてまいります。 

医療的ケア児を持つ御家庭に対しましては、住み慣れた町内において

支援できる取組として、医療的ケア児在宅支援事業の充実に向け取り組

んでまいります。 

高齢者福祉につきましては、第８期高齢者福祉計画及び介護保険事業

計画に基づき、南部地域包括支援センターの建設など施設整備に努める

とともに、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援、要介護状態の重度化

防止のための体制づくりとして、新たに町内２か所の地域包括支援セン

ターの運用を開始し、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

う、地域包括ケアシステムの構築に向けた体制の充実に努めてまいりま
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す。また、認知症高齢者の早期診断・早期対応、賠償責任リスクに備え

た支援体制の活用を進めるとともに、見守りネットワークの協力事業者

や地域住民による見守り事業の強化に努めてまいります。在宅高齢者の

外出支援タクシー利用助成につきましても引き続き実施するとともに、

新たなニーズに対応した拡充を行うことによって、更なる利便性の向上

に向けて努めてまいります。 

高齢者の就業活動、創造活動及び地域交流による生きがい推進の場で

ある高齢者生きがいセンターについて、移転・拡充を中心とした施設整

備の構想を検討してまいります。 

幸田町シニア・シルバー世代サポートセンターを活用し、働きたい、

活躍したい高年齢者の方々のニーズ調査と、知識や技術等のスキルアッ 

プの機会を設け、企業や地域とのマッチング、活躍できる場づくりなど、 

令和３年度に引き続き、国の委託事業等を活用して取り組んでまいりま

す。 

福祉医療につきましては、高校生世代までの入院費助成に加え、通院 

費の助成に向けて取り組んでまいります。また、母子家庭等、障がい者、 

後期高齢者の福祉医療による給付の支援を行い、安心して医療が受けら

れるよう引き続き努めてまいります。 

 

第５に、教育・文化  きたえよう！こころとからだ 

学校教育につきましては、未来を担う子どもたちが、これからの社会

を力強く生き抜くために、豊かな心と確かな学力、丈夫な体をバランス 

よく鍛えるための環境を整え、「心身ともに健やかな子どもたちの育成」 

を目指し、各学校が創意工夫に努め、特色ある教育、地域と連携した学

校づくりを進めてまいります。 

日本語指導、授業担当教員及び介助補助職員などを配置し、子どもた

ちへの学習支援の充実を図るとともに、スクールサポートスタッフ及び

教員補助員や新たに特別支援教育アドバイザーなどを配置し、教員への

支援を図ることにより、きめ細やかな対応に努めてまいります。 

また、ＧＩＧＡスクール構想による１人１台タブレット端末の整備の

サポートとなるＩＣＴ支援員の拡充などを行い、更なる学習支援の充実

を図ってまいります。 

経済的な困難のある児童生徒に対する就学援助制度と、障がいのある
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児童生徒に対する特別支援教育就学奨励制度では、給食費、学用品費、

オンライン学習通信費、修学旅行費及び中学生の部活動費等を支給する

ことで、本町の子どもの就学援助を更に進めてまいります。 

近年、全国的にも本町においても不登校傾向にある子どもたちが増加

しており、家庭環境問題に対し子どもたちや保護者を支えるため、スク

ールソーシャルワーカーや教育相談室などの充実を図り、安心して相談

できるような体制づくりをしていきます。 

学校施設の整備につきましては、学校長寿命化計画に基づき計画的に

維持補修を行っていきます。また、教職員の施設環境改善にも順次取り

組むものとし、更に、学校の教室などの照明ＬＥＤ化を行っていき、学

校施設環境の向上を進めてまいります。 

深溝学区の児童数増加への対応といたしまして、深溝小学校整備事業

を行ってまいります。令和３年度に策定した整備構想を基に、令和４年

度は詳細設計を行ってまいります。 

給食センターの運営につきましては、行事食、郷土食を取り入れた魅

力ある献立の作成に心掛け、地産地消の推進、衛生管理の徹底を図り、

安全安心でおいしい給食を提供できるように努めてまいります。 

生涯学習につきましては、学ぶ喜び、成長する喜びが小さなお子さん

からお年寄りまであらゆる世代の方たちに広がるよう、学習の場と機会

を提供していくことにより、学習意欲が向上し、そして健康で心豊かに

生きがいのある人生を送り、夢と活気にあふれる地域社会の原動力とな

るよう事業を推進してまいります。 

本町を代表するイベントであります夏の「こうた夏まつり」や、冬の

「こうた凧揚げまつり」などのライフサークル事業を中心に、「心豊か

で笑いと楽しさあふれる町づくり運動」を推進し、人と人とのつながり

・親睦が深められるよう努めてまいります。 

文化財の保護・活用につきましては、所有者と連携しながら、町内の

文化財の保護に努めてまいります。また、国史跡島原藩主深溝松平家墓

所の保存・整備を引き続き計画的に進めるとともに、他市町との交流を

深める取組を通し、歴史と文化の交流を継続してまいります。 

文化の中心拠点となっているハッピネス・ヒル・幸田や生涯学習の拠

点となる中央公民館、さくら会館を始めとする社会教育施設につきまし

ては、町民のふれあいの場として、そして本町で多くの人が文化芸術に
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ふれることができるよう諸施策の推進を図るとともに、快適で安心して

利用できる施設となるよう管理運営に努めてまいります。特に、本町の

象徴的な施設ともいえる町民会館及び図書館につきましては、開館から

２５年以上が経過し、施設はもとより設備の老朽化も進んでいることか

ら、町民会館の外壁及び屋上防水工事など、施設の長寿命化を図るため

の改修工事を、引き続き計画的に取り組んでまいります。 

スポーツ振興につきましては、スポーツ協会、スポーツ推進委員、地

区スポーツリーダー等との連携を図り、スポーツイベントやスポーツ教

室を開催し、町民がスポーツを通して地域の絆を深め、心と体の健康増

進ができる機会づくりに努めてまいります。また、各地域で行われるス

ポーツ活動の支援やスポーツ指導者の発掘・育成にも努め、地域コミュ

ニティの醸成に寄与してまいります。幸田町民プールにつきましては、

令和３年４月にリニューアルオープンし、安全安心に快適に利用できる

施設となりましたが、まだまだ湿気に対する対策が不充分であり、令和

４年度は、実際にプールが運営している状況下で湿気に対する調査を実

施し、その調査結果に基づき、より安全な施設とするための対策を講じ

てまいります。 

その他の社会体育施設につきましては、老朽化した文化広場庭球場の

トイレ改修工事や坂崎運動場周辺の排水対策など、安心してスポーツが

できる環境整備に努めてまいります。 

令和４年度新規事業としまして、町外に誇れる施設や史跡について、

アニメを通して全国的に発信していくことで地域活性化につなげるアニ

メツーリズム事業を推進してまいります。 

ものづくりのまちとして子どもたちが楽しく学び、豊かな創造力を育

めるよう、少年少女発明クラブへの補助を引き続き行い、本町の将来を

担う子どもたちの育成に力を注いでまいります。 

 

第６に、協働・参画  みんなのちからで続くまち 

町民の皆様とともに、将来に渡り持続可能なまちづくりを進めていく

ためには、限りある財源の中で施策の優先順位を考え、最少の経費で最

大の効果をあげられるよう取り組んでいかなければなりません。 

普通建設事業につきましては、その指針となる第６次幸田町総合計画

の実施計画により進めてまいります。将来を見据えた事業は、時機を逸
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することなく、かつ、確実に実行することが重要であるため、各事業の

実施に当たっては、補助金その他の財源の積極的な確保に努めてまいり

ます。特に、ふるさと納税の制度と融合したクラウドファンディングの

活用を研究し、幸田の魅力発信との相乗による効果的な事業達成を推進

してまいります。基金の繰入れや起債の扱いにつきましては、後年度負

担を慎重に検討した上で、計画的に運用してまいります。 

公共施設の管理運営におきましては、施設の安定的な存立基盤の確保

とともに、将来に渡る財政負担の軽減を図るため、借地の解消に鋭意取

り組んでまいります。また、役場庁舎の長寿命化を踏まえ、空気調和機

更新工事等に取り組み、引き続きバリアフリーや感染症対策にも配慮し

て、安心して快適に御利用いただける庁舎環境の整備を図ってまいりま

す。公用自動車におきましては、「幸田町ゼロカーボンシティ」宣言を

踏まえ、財政状況や更新基準を照らし合わせ、環境に優しい公用自動車

の計画的な更新に努めてまいります。 

男女共同参画の推進につきましては、第２次男女共同参画推進プラン

に基づき、多様性を尊重し、誰もが活躍できる社会づくりを進めてまい

ります。 

地域活動の推進につきましては、地域のコミュニティ活動の充実を図

るため、活動費及び活動の拠点となる施設の維持・修繕等に対する補助

を継続して行っていきます。また、逆川区におきまして、土砂災害の危

険区域に位置する農村センターに代わる新たな集会施設を建設します。

幸田区におきましては、道路拡幅工事の事業用地及び代替地として取得

した旧甲田薬局を改修し、解体したまちづくり会館に代わる集会施設と

して整備してまいります。 

多文化共生の推進につきましては、多文化共生拠点施設を活用し、多

言語対応のほか、やさしい日本語の普及に努め、外国籍町民にも住みや

すいまちづくりを進めてまいります。 

広域行政の推進につきましては、消防指令業務の共同運用や斎場等の

運営を始め、近隣市と積極的に協力体制を整え、住民サービスの向上に

向けた広域的連携に努めてまいります。 

情報の発信と管理につきましては、行政情報を迅速かつ正確に分かり

やすく町民に提供し、町民の理解を深め、透明性を確保するとともに、

強固なセキュリティ対策に取り組んでまいります。 
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また、令和４年度に姉妹都市提携５周年を迎える島原市との友好交流

を推進するとともに、令和２年度に締結いたしました三河町村広域交流

協定に基づき東三河３町村との交流、連携を進め、町内外に本町の魅力

を発信するプロモーション活動に取り組んでまいります。 

住民窓口サービスにつきましては、ワンストップサービスの実施によ

り、役場での滞在時間の短縮に努めておりますが、役場の閉庁時でも手

軽に住民票等の証明書を取得できるコンビニ交付サービスを、令和４年

３月１日から実施するなど、町民の利便性の向上を図ってまいります。 

効率的で健全な行財政につきましては、第１２次行政改革大綱に基づ

き、計画的に行財政の効果的かつ合理的運営に取り組むとともに、住民

サービスの更なる向上に努め、行政手続のオンライン化を推進してまい

ります。人員配置につきましては、重点施策に対しては優先配置をしつ

つ、多種多様化する行政需要に対処すべく、国・県等への派遣を含め職

員の資質向上を図り、最大の効果が得られるよう研修事業を充実させな

がら努めてまいります。 

 

以上、予算の大要と施政方針につきまして、私の所信の一端を述べさ

せていただきました。新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が続

く中にありますが、町民の皆様の安全と安心を第一とし、限られた財源

と資産を最大限に活用して持続可能なまちづくりを進め、「みんなでつ

くる元気な幸田」の実現に向けて、全職員一丸となって取り組んでまい

る所存でありますので、よろしくお願い申し上げます。 

最後になりますが、本定例会に提案いたしました全ての議案が円滑に

審議され、御可決承認賜りますようお願い申し上げ、令和４年度の予算

の大要と施政方針といたします。 


